
私立幼稚園（新制度未移行園）の利用料の無償化の手続き

１．無償化される保育料

· 幼稚園の利用料が月額 2万 5,700 円（注 1）を上限に無償化されます。

· 利用料以外にかかる費用については無償化の対象ではありません。

· 保育の必要性の事由に該当する方については、月内の預かり保育利用日数×450

円と、月内の預かり保育の利用料のいずれか低い方の金額が月額 1万 1,300 円

（注 2）を上限に無償化されます。

（注 1）国立大学附属幼稚園は月額 8,700 円が上限です。

（注 2）住民税非課税世帯の満 3歳児（2 歳到達日以降の 4月 1 日から 3 歳到達

日まで）については 1万 6,300 円

（注 3）満 3歳に達する日（3歳の誕生日の前日）以降の最初の 3月 31 日までの間
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２．手続き

  無償化の対象 提出書類 請求手続き
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３．提出にあたっての注意点

（１）認定手続き

· 入園前までに、「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」を三宅町教

育委員会事務局まで提出ください。

※ 保育の必要がない場合：認定・変更申請書(法第 30 条の 4第 1号)

※ 保育の必要がある場合：認定・変更申請書(法第 30 条の 4第 2号・第 3 号)

及び下記４に記載する添付書類

· 認定にかかる申請をされる場合は、必ず事前に入園予定または在園幼稚園にご相

談のうえ、提出するようにしてください。

· 預かり保育料について無償化を受ける場合には、保育を必要とする事由に該当す

る必要があり（第 3号は住民税非課税世帯である必要もあり）、申請書と併せて

添付書類が必要となります。※下記４「保育を必要とする事由」参照。

（２）請求手続き

· 無償化の対象となる利用料（保育料）は、町が在園する幼稚園に直接給付（法定

代理受領）を行いますので、保護者の方のお手続きは不要です。

· 預かり保育料について無償化を受けるためには、施設等利用給付認定第 2号また

は 3号に認定されている必要があります。

· 預かり保育料については、一旦幼稚園にお支払い頂き、認定後に案内する期限ま

でに保護者の方が請求書と併せて幼稚園から発行される証明書兼領収書を教育

委員会へ提出してください。（認定後に別途案内します。）



４．保育を必要とする事由

預かり保育料について無償化を受けるためには、児童の保護者全員が以下のいずれ

かの事由に該当している必要があります。

認定申請の際は申請書と併せて添付書類を提出してください。

保育を必要とする事由・添付書類一覧

（注 4）就労していても、月を単位とした就労時間が 60 時間以上労働することを常

態としていない場合は、保育を必要とする事由に該当しません。

（注 5）産前・産後各 8週間には、産前 8週目の日の属する月の 1日から、産後 8週

間目の日の翌日の属する月の末日までの期間が該当します。 

保育を必要と

する事由
要件・期間等 添付書類（下線は参考様式あり）

就労（自営

業・内職含

む）

月の就労時間が 60 時間

以上（注 4）

・就労証明書（内定の場合はその証明）

・自営証明書(確定申告書、営業許可証、開

業届等を添付)、農業従事証明書等

妊娠・出産
産前・産後各 8週間

（注 5）

母子健康手帳の写し(氏名と出産予定日の記

載ページ)、又は妊娠・出産申告書

就学

（職業訓練を

含む）

卒業 （終了） 予定日の

月末まで

在学証明書(入学予定の場合は合格通知等)

及び時間割表

疾病・障害 小学校就学前まで
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健

福祉手帳の写し又は疾病・障害等状況申告書

同居又は長期

入院等をして

いる親族の介

護・看護

小学校就学前まで

介護・看護状況申告書及び介護が必要である

ことがわかる書類(診断書、介護保険証の写

し等)

求職活動

（起業準備を

含む）

最大 60 日間
求職状況申立書又は求職活動を行っている

旨の証明書

災害復旧 小学校就学前まで 罹災証明書

その他 町が認める期間
三宅町教育委員会事務局までお問い合わせ

ください。


